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第４回 恒久平和に貢献する万国津梁会議 会議録 

日時：2025 年（令和７年）９月 10 日（火） 

場所:沖縄県庁６階 第２特別会議室     

 

【事務局（司会）】 

定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。委員の皆様、こんにちは。

沖縄県平和・地域外交推進課長の照屋と申します。本日の司会進行を務めさせていただ

きます。会議の開会に先立ちまして、本日の配布資料の確認を行いたいと思います。 

まず会次第、配席図、続いて委員名簿、資料１の第３回恒久平和に貢献する万国津梁会

議議事概要、資料２としまして恒久平和に貢献する万国津梁会議提言書案となっており

ます。資料に不足はございませんでしょうか？ 

はい、ありがとうございます。委員の参加についてご報告いたします。本日は畠山澄子

委員がリモートでの参加となっております。よろしくお願いいたします。また先日、情

報提供させていただいておりますが、山根委員が７月 17 日にご逝去されております。

開会に先立ちまして、山根委員への感謝と敬意を表するとともに、本会議として哀悼の

意を表するため、１分間の黙とうをささげたいと思います。それでは黙とう。ありがと

うございました。 

それでは、これより第４回恒久平和に貢献する万国津梁会議を開催いたします。議事の

進行を村田委員長にお願いしたいと思います。 

【村田 委員長】 

それでは式次第に沿って進めていきたいというふうに思います。第３回議論の確認につ

いて、事務局より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

改めまして、皆さんこんにちは。平和地域外交推進課 上地と申します。着座にて失礼

いたします。資料１をお願いいたします。本日はこちらの資料を使いまして、前回会議

の議論の確認をさせていただきたいと思います。 

まず、秋山委員から、２章に関する事項として、８行目、なぜ日本周辺で軍事的な行動

がエスカレートしているのかの視点を補足してほしいという意見がございました。次
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に、３章に関する事項として、18行目、また 21行目になりますけれども、提言のメッ

セージとして、沖縄の心を言い換えたようなものが必要ではないかというご意見がござ

いました。 

２ページ目をお願いいたします。次に４章に関する事項として１行目になりますが、平

和意識の醸成に関するガイド養成のあり方に関する言及が必要であること、また５章に

関する事項としまして、７行目のリード部分で県として推進体制を構築する必要性を強

調する、などのご意見がございました。 

次に、長委員からは、はじめにと１章に関する事項として、12 行目なりますが、沖縄や

沖縄県という単語の使い分けや、23 行目になりますが、ビジョンにおけるメッセージを

渡す相手の優先順位付けについてご意見がございました。 

次に、２章に関する事項として、28 行目になりますが、人間の安全保障の観点からも沖

縄戦における県民の被害についての記述が必要であるというご意見がございました。 

３ページ目をお願いいたします。次に３章に関する事項としまして、８行目になります

が、将来像として沖縄県が万国津梁の役割を果たしていくということを伝えていくとよ

り魅力的になるといったことや、15 行目になりますが、人間の安全保障の対象者をわか

りやすく示した方が良いというご意見がございました。 

次に、４章に関する事項としましては、24 行目で、不発弾の問題は沖縄の過去・現在・

未来とも切り離せない問題としてネットワークの構築のテーマとして取り入れても良い

というご意見がございました。 

次に、北上田委員からのご意見として、３章のイメージ図に関する事項として、30行目

ですが、狭義の平和が広義の平和の下にある位置関係がわかりにくいというご意見や、

４ページ目の１行目では、基地問題は狭義の平和にも、広義の平和にも係る問題である

が、章内にあまり記述がないというご意見がございました。 

また、５行目になりますが、沖縄から発信するわかりやすいメッセージや、４章に関す

る事項として、20 行目になりますが、平和学習のカリキュラムを作るステップとして各

学年、各学校でどのような平和学習が行われているのかの把握が必要であるというよう

なご意見がございました。 

次に、畠山委員からは、はじめにと第１章に関する事項としまして、27行目になります

が、沖縄戦とは何だったのかをもう少し書き込むべきであるというご意見や、５ページ

の５行目になりますが、核軍拡はどの国にも通じる話として書く手法もあるというこ

と、また、10 行目になりますが、国際紛争の解決においては、国際条約、国連、国際法

という秩序にもう一度戻ろうというメッセージをもう少し記述するといったことについ

てご意見がございました。 
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次に、３章に関する事項としまして、23行目になりますが、人に文化を押し付けない、

人の文化を奪わないという視点を入れることや、26 行目なりますが、軍事によらない安

全保障のあり方を積極的に発信することなどについてご意見がありました。 

次に、４章に関する事項としまして、31行目になりますが、沖縄は有識者を集める言論

のプラットフォームになり得るということ、また、33 行目、観光ツアー、クルーズとの

連携の余地が大いにあるということ、また、６ページ目の７行目になりますけれども、

施策区分の再整理といったことなどについてご意見がございました。 

次に、比嘉委員からは、はじめにと第１章に関する事項として、16 行目になりますが、

沖縄が大切にしてきた万国津梁の精神を取り入れることについてご意見がございまし

た。 

また、４章に関する事項としまして、23行目、多文化理解、行政による学習環境の整備

も小中高校における平和学習の充実と合わせることで、説得力が増すといったご意見が

ございました。 

次に、山根委員からのご意見として、はじめにと第１章に関する事項として、７ページ

の４行目になりますが、基地問題に取り組むときも、暴力を使わないことを学んだと強

調するといったことや、４章に関する事項としまして、８行目になりますが、NGO のパ

シフィックピースネットワークの活動が注目に値する動きであるといったご意見がござ

いました。 

最後に、村田委員長からは、２章の狭義の平和に取り組む意義の構成について、18行目

になりますが、東アジア地域における経済的な結びつきを冒頭に持ってくるというこ

と、また、４章に関する事項としまして、30 行目になりますが、小中高校の教育インフ

ラと平和教育の内容を充実させるためには、教育庁の関与が必要であるということ、ま

た、８ページ目の 11 行目になりますが、次世代継承においても、市民参加を促す機会

を充実させることが大切であるということ、さらには、６行目、特徴のある沖縄の発信

のあり方を戦略的に構築していく必要性についてご意見がございました。 

次に、本会議開催前の事前ミーティングにおいては、主に５章の平和研究所、あるいは

平和研究機構についてのご意見がございました。主なものとしましては、11 行目から

16 行目にかけてになりますが、研究所をゼロから作る発想ではなく、大学や公文書館等

の蓄積を生かした形で、ある種ネットワーキングとその取りまとめの機関としての位置

づけが現実的ではないかといったことや、18 行目の市町村との連携、また、21 行目の

平和祈念資料館の活用、24 行目の対人地雷や不発弾の被害地との繋がりを作ること、ま

た、28 行目の大学への働きかけ、31 行目の少人数程度での開始、９ページの３行目に

なりますが、連絡協議会形式からのスタート、それから９行目の既に走らせているプロ

ジェクトの相乗効果を得る観点、12 行目もネットワーキンググループベースで進めるこ

と、また、15 行目の NGO との連携、18行目の市民に開放された形での運営、20 行目の
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沖縄の歴史がグローバルに共有できるストーリーの必要性などについてご意見をいただ

いたところでございます。駆け足となりましたが、以上が、前回会議における各委員か

らの主なご意見でございます。以上でございます。 

【村田委員長】 

ありがとうございます。引き続き、事務局から恒久平和に貢献するビジョンに関する提

言書について説明をお願いできますか。 

【事務局】 

はい。それでは平和地域外交推進課 川満から、恒久平和に貢献するビジョンに関する

提言書案についてご説明いたしますので、資料の２をご覧いただけますでしょうか？こ

ちらは、前回会議までに委員の皆様からいただいたご意見を反映させた提言書案となっ

ております。本文中の表現は、委員の皆様のご意見をベースに事務局において内容を補

足しながら記述しておりますので、認識の誤り等ございましたらご指摘いただきますよ

うお願いいたします。 

それでは１ページをご覧ください。１ページ、２ページが提言書案の目次となっており

ます。黄色く色付けしている部分が、今回新たに追加した項目となっております。主な

ものとしましては、１ページの 11行目、第３章に、将来像の実現に向けたメッセージ

を追加したこと、27 行目の第４章の施策区分で、中期施策と長期政策を統合したこと、

２ページの９行目以降、第５章で（１）市町村等との連携、（２）平和関連施設との連

携、（３）広島・長崎などの他自治体との連携、14 行目が県の組織体制として平和祈念

資料館の体制強化の項目を設けたこと、16 行目以降で平和研究機構の設置の必要性とし

て、平和研究機構を設立する意義、位置づけ・機能、研究テーマの項目を設けたことと

なっております。 

３ページをご覧ください。ここからは本文の説明となります。前回会議の提言書案から

追記、修正した箇所を下線の通りに表記しております。時間の都合もございますので、

主な箇所について説明をさせていただきます。 

まず、全体を通じた事項として、長委員からご意見のありました、沖縄や沖縄県などの

単語の使い分けでございますが、これは行政主体である沖縄県を指す場合などは「沖縄

県」、戦前から現在に至るまで地域社会を意識した内容の場合などは「沖縄」、県民の

主張や感情を表すような内容、あるいは沖縄県在住者を指す場合は「沖縄県民」、地理

的な場所を表す場合は「沖縄本島」として整理をしております。 

それでははじめにについてご説明いたします。まず、２行目から９行目にかけて、長委

員と畠山委員からご意見がありました、沖縄戦とは何だったのかを書き込むことについ

て、平和祈念資料館の設立理念を参考に記述しております。次に、29 行目、前回までの

文案では「日本周辺では質的・量的な核軍拡が進み」としていたものを、畠山委員から



 
 

5 
 

のご意見を踏まえまして、核軍拡がどの国にも通じるような表現に修正をしておりま

す。 

次に４ページをご覧ください。まず、13行目から 20 行目にかけてでございますが、こ

れも畠山委員からご意見がありました、国際条約、国連、国際法という秩序にもうもう

１回戻ろうというメッセージを追記することについて、国際紛争の解決について、平和

的な手法と強制的な手法を説明した上で、世界はこれまで築き上げてきた平和的手法に

よる国際紛争の解決に今一度戻るべきであるという内容で記述しております。次に、21

行目から 24 行目にかけて、これは山根委員からご意見がありました、沖縄の「ヌチド

ゥタカラの家」のように基地問題の解決に向けて非暴力で取り組んできたことを強調す

ることにつきまして、沖縄には平和的な手法で問題の解決に取り組むことを重視する土

壌があるという内容で記述しております。次に、34 行目から 35行目にかけて、長委員

からご意見がありました、恒久平和に貢献するためのビジョンに込められたメッセージ

を渡す相手の優先順位付けにつきまして、優先順位を意識した形で、沖縄県民をはじ

め、アジアの人々、そして世界の人々に向けたメッセージとしております。 

５ページをご覧ください。５ページから６ページは、各章の要約となっておりますの

で、追記や修正の内容は各章で説明をさせていただきたいと思います。 

それでは７ページをご覧ください。ここからは第１章となります。８ページをご覧くだ

さい。８ページの 16 行目から 18行目にかけまして、これは山根委員からご意見のあっ

た県民が基地問題に対して非暴力で権利を主張してきたことについて記述しておりま

す。次に、19 行目から 24 行目にかけまして、比嘉委員からご意見のあった沖縄戦以前

の万国津梁の精神などを入れることにつきまして、沖縄が大切にしてきた精神文化の継

承について記述しております。 

それでは９ページをご覧ください。ここからは第２章となります。初めに、18 行目から

22 行目にかけまして、山根委員からご意見がありました、非暴力による権利主張と、比

嘉委員からご意見がありました、沖縄県民が継承してきた価値観は、狭義の平和と広義

の平和の両方に貢献できるものと記述しております。次に、24 行目から 10 ページの 24

行目にかけまして、狭義の平和に取り組む意義につきまして、村田委員長と畠山委員か

らご意見がありました構成見直しのご意見を踏まえまして、沖縄との関連が強い東アジ

ア地域に関する内容から記述する構成に修正しております。 

10 ページをご覧ください。10 ページの５行目から 11 行目にかけまして、これは秋山委

員からご意見のありました、日本周辺でなぜ軍事的な行動がエスカレートしているのか

の背景を盛り込むことにつきまして、先島地域における自衛隊の配備拡大や、自衛隊や

米軍による軍事訓練が増加している状況を記述しております。 

12 ページをご覧ください。12 ページからは第３章となります。初めに６行目の畠山委

員からご意見がありました、人に文化を押し付けない、人の文化を奪わないという視点
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につきまして、沖縄戦で県民は文化を奪われた経験を有するということを記述しており

ます。次に、８行目から 10 行目にかけてと 22行目から 25 行目にかけまして、北上田

委員からご意見がありました、３章に基地問題の記述が少ないというご意見を踏まえ、

狭義の平和と広義の平和の両方の視点から基地問題の影響を記述しております。次に、

14 行目から 15 行目にかけまして、畠山委員からご意見のあった、軍事によらない安全

保障のあり方を積極的に発信していくことについて記述しております。次に、17 行目か

ら 18 行目にかけまして、長委員からご意見がありました、人間の安全保障の対象につ

きまして、アジア太平洋地域の人間の安全保障への貢献としております。 

次に、13 ページをご覧ください。13 ページの 18 行目から 14 ページの３行目にかけま

して、秋山委員からご意見がありましたメッセージ性の打ち出し、長委員からご意見の

ありました万国津梁としての役割を果たしていくという観点、北上田委員からご意見が

ありました沖縄から発信するわかりやすいメッセージの必要性を踏まえて、将来像の実

現に向けたメッセージという項目を設けております。 

ここは提言書のポイントになる部分だと思いますので、全部読み上げて説明したいと思

います。19 行目から、「１で示した沖縄県が恒久平和に貢献する姿を沖縄県民と共有

し、世界の人々に発信していくため、以下のメッセージを提案する。『沖縄県は、県民

一丸となって、先人たちから脈々と受け継いできた「万国津梁」の精神と、「平和を希

求する沖縄のこころ」を持って、アジア太平洋地域の恒久平和に貢献する「平和の懸け

橋」としての役割を担っていきます』。24 行目ですが、「沖縄県が担う「平和の懸け

橋」とは、①沖縄戦の実相と教訓を次世代に継承し、平和の意識を醸成する「記憶の懸

け橋」、②恒久平和に向け、アジア・太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成のためのネット

ワークを構築していく「人の懸け橋」、③恒久平和の構築に必要な情報を世界各地から

収集し、新たな価値を生み出し発信していく「知の懸け橋」の３つを指すこととする。 

「平和を希求する沖縄のこころ」とは、沖縄県平和祈念資料館の設立理念で示されてい

る「人間の尊厳を何よりも重く見て、戦争に繋がる一切の行為を否定し、平和を求め、

人間性の発露である文化をこよなく愛する心」とし、その心を次世代に継承していくこ

ととする。「平和の懸け橋」の平和とは、第２章で整理した①「狭義の平和」である戦

争や紛争がない状態と、②「広義の平和」である貧困、暴力、人権の抑圧、差別、環境

破壊等がない、安らかで豊かな状態、つまり人間の安全保障が確立されている状態の２

つの平和を指すこととする」という内容で整理をしております。 

次に 15 ページをご覧ください。こちらは第３章の要約となります。次に、16 ページ

は、第３章のイメージ図となります。上の案１が前回の提言書案で示していたイメージ

図をベースとし、「狭義の平和」と「広義の平和」を色で表現した上で、「平和の懸け

橋」というメッセージを追記したというものでございます。下の案２でございますが、

これは北上田委員から御指摘のあった「狭義の平和」と「広義の平和」の位置関係に対

するご意見を踏まえ、案１の位置関係を逆さにしたものとなります。どちらのイメージ
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図が提言書の内容を反映し、かつ県民にとりましてもわかりやすいものであるかご意見

を賜ればと思います。 

次に 17 ページをご覧ください。ここからは第４章となります。まず 10行目、戦争・紛

争がない社会構築への貢献に向けた方策から確認をさせていただきます。22 行目から

26 行目にかけまして、畠山委員からご意見がありました平和施策のトピックにおけるフ

ェーズごとのセクターの関わり方の整理について記述しております。次に、北上田委員

から確認のあった、他の万国津梁会議からの提言との関係性をどのようにとっていくか

ということにつきまして、27 行目から 18 ページの２行目にかけまして、海外向けの施

策につきましては、地域外交に関する万国津梁会議の提言を踏まえて策定された沖縄県

地域外交基本方針との整合性を図る必要性を明記しております。 

次に、18 ページの 10行目から 11行目にかけまして、これは秋山委員からご意見があり

ました平和ガイドの養成のあり方に関する研究につきまして、ガイドの方々が積み上げ

てきた知識をはじめ、ガイドに込めてきた平和への思いや、県内外・海外との繋がりを

継承していくことの重要性を記述しております。次に、22行目から 23行目にかけまし

て、北上田委員からご意見がありました、平和教育のカリキュラムを作る必要性と、そ

のステップとしての現状把握につきまして、小中高校で学年ごとにどのような平和学習

を実施しているかを把握することが有効であると記述しております。次に、24 行目から

25 行目にかけまして、比嘉委員からご意見のありました、多文化理解・共生の学習環境

の整備と平和学習の充実を合わせた取り組みにつきまして、短期施策の中で多文化理

解・共生についても、平和学習の一環として進めることが望ましいと記述しています。 

次に、32 行目の村田委員長からご意見のありました、市民の参加を促す機会の創出、こ

れは 19 ページの 11 行目、これが長崎ユース代表団を模した沖縄ユース代表団の創設、

13 行目が施策の推進における教育庁などの協力の必要性について記述しております。次

に、25 行目から 27 行目にかけまして、これは山根委員からご意見のありました、NGO

のパシフィックピースネットワークの注目すべき動きにつきまして、PPN などとの連携

することで基地問題の解決に向けた展開も期待できると記述しております。 

次に 20 ページをご覧ください。20 ページの３行目から５行目にかけまして、長委員か

らご意見のありました、不発弾の問題を通じたネットワークの形成について記述してお

ります。次に、32 行目から 21 ページの１行目にかけまして、畠山委員からご意見のあ

りました、ツアーやクルーズなどの観光業との連携について記述しております。21ペー

ジの６行目から８行目にかけて、村田委員長からご意見がありました、若者やメディア

の協力を得た戦略的な情報発信の必要性について記述しております。次に 10 行目、こ

れは畠山委員からご意見がありました、施策区分の整理について、これまでの議論の中

で、短期施策が重要であるとのご意見があったこと、また事務局として中期と長期の施

策の整理が少し難しかったというところもありまして、施策区分の中期と長期を統合さ

せております。次に、22 行目から 30 行目にかけまして、現在、県で取り組んでいる第

32 軍司令部壕の保存公開の取り組みについて記述しております。 
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22 ページの４行目、これは去る６月の知事の平和宣言の中で言及した、沖縄の戦争遺跡

群の保存・活用について記述しております。23ページの 15 行目から 19行目にかけまし

て、畠山委員からご意見がありました、言論プラットフォームの形成について記述して

おります。次に、21 行目から 23ページにかけまして、他の万国津梁会議における提言

書との整合性を図る観点から、沖縄県地域外交基本方針で示された国際平和創造拠点に

関する戦略取り組みを参考１として掲載しております。 

24 ページをご覧ください。24 ページの２行目、ここからは２ アジア・太平洋地域の人

間の安全保障への貢献に向けた方策を確認させていただきます。25 ページでは、ア 沖

縄らしい SDGs の推進につきましては、14 行目から 22 行目にかけまして、県では令和元

年度に SDGs に関する万国津梁会議を設置し、同会議からの提言を踏まえて日本や世界

の SDGs 達成に直結する取り組みとして、沖縄県 SDGs 実施指針を策定し、全庁的に取り

組んでおります。27 行目、参考２として、同指針で設定されている沖縄らしい SDGs の

実現に向けた 12 の優先課題を掲載しております。 

26 ページは、２行目のイの多文化共生社会の構築につきましては、これは３行目から８

行目にかけて、県では令和６年度に多文化共生社会の構築に関する万国津梁会議を設置

し、当会議からの提言を踏まえて、多文化共生推進のためのアクションプランを策定

し、取り組みを推進していくこととしております。 

次に、27 ページの５行目から 29ページにかけまして、ここでは参考の３としまして、

今後策定されるアクションプランのベースとなる万国津梁会議からの提言を掲載してお

ります。29 ページは、ウ 安全に安心して豊かに暮らせる社会の実現につきましては、

県がアジア・太平洋地域の人間の安全保障に貢献していくという観点では、特に沖縄が

持つ様々な知見や技術を生かした国際協力・貢献の取り組みが重要になると考えており

ます。８行目から 13 行目にかけまして、これらについては令和５年度に設置した地域

外交に関する万国津梁会議の提言を踏まえて策定された沖縄県地域外交基本方針におき

まして、沖縄県が目指すべき姿の一つとして、世界の島しょ地域等とともに、持続可能

な発展を図る国際協力・貢献拠点が示されているところでございます。24 行目から。こ

こでは参考の４としまして、同基本方針で示された国際協力・貢献拠点に関する戦略・

取組を掲載しているところでございます。 

31 ページからは第５章として、将来像の実現に向けた推進体制となります。まず２行目

から７行目にかけまして、秋山委員からご意見のありました、リードの部分で県として

推進体制を構築する必要性を強調することにつきまして、沖縄県においては組織体制の

整備強化と平和基金の創設などにより、安定的な財源を確保していくことが望まれると

記述しております。次に、９行目（１）市町村等との連携につきましては、10 行目から

14 行目にかけまして、令和７年１月に設立した沖縄県・市町村平和施策連絡会議を活用

した平和行政の推進や、15 行目から 18 行目にかけまして、広島のへいわ創造機構ひろ

しまや長崎の核兵器廃絶長崎連絡会議の取り組みを参考に、行政の枠を超えた幅広い連

携の構築を目指すことについて記述しております。次に、19 行目から 26行目にかけま
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して、（２）平和関連施策の連携について、令和７年２月に設立された沖縄平和と人権

博物館ネットワークと、平和行政の連携について記述しております。次に、27 行目、

（３）広島、長崎などの他自治体との連携につきましては、28 行目から 33 行目にかけ

まして、去る６月の知事の平和宣言の中で言及した核軍縮および核兵器廃絶に向けた具

体的な取り組みとして、広島県が主導するグローバルアライアンス（GASPPA)への参画

について記述しております。 

32 ページをご覧ください。32 ページの１行目から５行目にかけまして、平和行政に積

極的に取り組んでいる国内外の自治体との連携について記述しております。次に、12 行

目から 20行目にかけましては、（２）としまして、平和祈念資料館の体制強化につい

て記述しております。平和祈念資料館は、沖縄戦の歴史的体験の継承と世界の平和創造

に寄与する平和の発信拠点として設立され、沖縄戦や平和に関する資料の整理・保管・

活用をはじめ、修学旅行の平和学習などの学校教育において重要な役割を果たしてきた

と考えております。引き続き、沖縄戦の実相と教訓を正しく次世代に伝えていくととも

に、中長期的な視点に立って恒久平和の樹立に寄与していくためには、同館の役割は極

めて重要であると考えており、今回の会議では、今後の沖縄県が平和行政を推進してい

く中で、同館にどのような役割が求められるかについて、この後ご説明する平和研究機

構における同館の役割も含めて、幅広くご意見をいただければと考えております。 

平和研究機構の設置の必要性については、28 行目から 33ページの３行目にかけて記述

しておりまして、研究機構を設立する意義としまして、平和の発信と教育に向けて横断

的な役割を担う効果の期待、研究者や研究成果の集積による相乗効果、それと国内外の

研究機関とのネットワークの構築への期待について記述をしております。次に、５行目

から 13 行目にかけまして、研究機構の位置づけ・機能として、県関連の機関として平

和祈念資料館内や県内の大学内に数人程度の体制で設置し、大学や公文書館、市町村等

におけるこれまでの蓄積や既存のプロジェクトを繋ぎ、取りまとめ、相乗効果を得てい

く機能を持った機関として位置づけていくことや、市町村や市民にも開かれた形で研究

を進めていくことについて記述しております。 

次に 14 行目から 22 行目にかけまして、研究テーマとしまして、マクロな平和研究だけ

ではなく、沖縄県民が抱える基地問題などの課題を深く掘り下げ、グローバルに共有で

きるものにしていくこと、現地を訪れることで研究の成果をより深く理解できるような

構図にしていくこと、また過去に沖縄県民に被害を与えたアメリカの水爆実験などの歴

史的な事件について、NGO などと連携して真相究明を進めていくこと、対人地雷や不発

弾についても取り扱っていくことなどについて記述しております。 

以上が、前回会議の議論に基づき、事務局で取りまとめた提言書案となります。この後

の議論で修正、補足、あるいは意見などございましたら、ご指摘をいただければ幸いで

ございます。以上となります。 

【村田 委員長】 
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事務局、どうもありがとうございました。何回も皆様とお会いして、ここまで成果文書

が出てきたということは素晴らしいことじゃないかと私は思っておりまして、読み上げ

て、また反省も１つ頭の中に入れながら、私も熟読しておりました。 

それでは議事を進めてまいりますが、説明の内容を踏まえて意見交換、議論を進めてい

くわけですが、まず、はじめにから第２章の将来像における平和の捉え方までの内容に

ついて、ご意見いただけますか。 

【北上田 副委員長】 

まずは３ヶ月前に議論したことがこういう形で丁寧にまとめられていて、すごいものが

出てきたなと思っています。取りまとめ作業、ありがとうございました。 

まず１点、１番大きいと思うことですが、前回の議論の中でメッセージ性の話が出まし

たよね。先ほどの前回の振り返りにも出ていましたが、これというわかりやすいメッセ

ージがあった方がいいなと思っての確認ですが、３章のところでこれまで将来像を実現

するための方策と書かれていたものがメッセージという形で平和の懸け橋という三つに

整理をされている印象があるのですが、３章にメッセージが来ているのは、何か意図が

あるのでしょうか。もともと方策と書かれていたものが懸け橋という形で三つの懸け橋

に変わっているという話なのでしょうか？まずは確認をまずさせてもらっていいです

か。 

【村田 委員長】 

なぜ３章にあるのかということだと思いますが、副委員長だったらどこに入れたいです

か。 

【北上田 副委員長】 

最初の方にも入っているのですが、メッセージが３章に大きく入っているのが気にな

り、意図を聞きたかったということです。 

【事務局】 

３章に入れた意図をご説明したいと思います。第３章のタイトルが恒久平和に貢献する

ための将来像になっておりまして、１として恒久平和に貢献するための目指すべき将来

像というふうにブレークダウンした形で入れています。やはりその将来にどういうメッ

セージを届けるのかっていうところを入れる箇所としては、第３章が適当なのかなって

いうところで、章立てとしては第３章に入れております。その将来像のメッセージを達

成するための具体的な方策として第４章に繋がるというふうな意味合いで第３章に置い

たというところでございます。 

【北上田 副員長】 
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今まで３章にも図があったと思うのですけど、その中で３つの方策って書かれていたも

の、平和意識の醸成だったり、ネットワーク構築だったり、平和の発信というのが、 

今回記憶の懸け橋、人の懸け橋、知の懸け橋という形で定義されたという話で理解して

もいいのでしょうか？ 

 

【事務局】 

ここは、実は委員の皆様にもご意見賜りたいというところでございまして、15 ページの

図表の方が見やすいかなと思いますけれども、前回までの議論では、将来像と方策って

形で入れてあって、これをよりメッセージ性を高めるっていう意味で、人々に向けたメ

ッセージという形で構成し直しました。基本的な意味するものは一緒ではあるのですけ

ど、並べて置いているっていうところではあります。残してあるというところではある

のですね。 

なので、ここら辺をどうするのかということも含めてではありますが、ここは委員の皆

様のご意見を踏まえてどうしていくのかということを事務局として考えたいというふう

に思っているところでございます。 

【事務局】 

補足よろしいでしょうか。このメッセージに関してなんですけれども、確かに前にご議

論いただいて、正直、行政が作る様々な計画だとか、ビジョンについては、なかなか１

人１人の県民が文章を読んで理解するといったら、必ずしもそうではないというふうに

認識しております。 

そういう意味では、いかに県民、そして世界に、広く、沖縄県がこういうことをするの

だということをわかりやすくいかに伝えるかっていうことが非常に重要かなと思ってお

ります。そういう意味ではキャッチーな部分も含め、どう伝えるかっていう意味で、今

こういう形の表現させていただいております。 

そういう意味では、沖縄といえばこういう言葉がすぐに浮かぶような、そういうメッセ

ージ、いわゆる伝えやすい言葉っていうところで、我々事務局の中でいろいろ議論して

作った言葉であります。 

そういう意味ではわかりにくいとか、もう少しこうした方がいいのではないかというこ

とがあればそういった点もご意見いただければと思います。 

【村田 委員長】 

事務局の方から提案されていますけど、何かございますか。 

【長 委員】 
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私も最初に御礼申し上げたいです。このようにまとめてくださったこと、本当に感謝し

ます。 

今のメッセージにつきましては、内容もそうなのですが、北上田先生おっしゃった場所

がどこなのかというか、どれぐらい目立たせたいのか、を考えました。県民の方という

お話がありましたけども、多分これを全部読む人というのは研究者とか、ものすごくこ

ういう分野に興味持っている人だけで、あとメディアの方もどこまで読むのか。どんな

にいい内容であっても、場所によっては隠れてしまって、そこをスルーされてしまう場

合もあるので、目立つ場所っていうのはどこなのかなっていう思いもしながら考えまし

た。 

 

【村田 委員長】 

ここに重要な言葉がありましてね、恒久平和の知の懸け橋のところに、恒久平和の構築

に必要な情報を収集し、新たな価値を生み発信するっていうところの、言ってしまえば

並びといいますかね、これって沖縄県民のオーナーシップですよね。実際に私達が一応

こういう案を届けるのですけども、これは沖縄県民のオーナーシップをもってさらに価

値観を醸成していくっていうことを仮定していると私は思っているのですよ。 

よって、沖縄県民が本当に理解できるかどうかっていうところの、そのギャップをどう

いうふうにして埋めていくかっていうのは、いろんなフォーラムが必要になってくるの

でしょうね。研究者だけが理解するものではなくて、いろいろな構造的に、レイヤーと

いうか、おそらく県庁職員のレイヤーであったり、研究者のレイヤーであったり、いろ

んなレイヤーがあると思うのですけど、構造的にどうそれを咀嚼して、自分たちのオー

ナーシップを持って県民としてのメッセージを発信するかっていうのは、将来にとって

非常に重要なプロジェクトっていうか、課題になるんじゃないかと思いますね。その辺

ちょっと話を進めてみましょう。比嘉さん、いかがですか。比嘉さんの後は畠山さんに

ちょっとお願いしたと思います。 

【比嘉 委員】 

今、議論されているメッセージをどこの場所に持っていくかに関しては、私は正直言わ

れるまでは、そこまで気にせず、ただこの３つの機能、記憶の懸け橋、人の懸け橋、知

の懸け橋はすごくわかりやすくなっているなと思いました。位置については皆さんのご

意見をいただきたいと思います。 

【畠山 委員】 

本当に皆様と同様に、これまでの議論がこんなにも的確に反映されるとは、という感じ

で、まずは本当にありがとうございます。はじめにの冒頭部分は、沖縄戦の詳細な記載
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から始まってとてもいいのではないかなと、個人的には思っています。４ページ目のと

ころに平和的手段で解決するのだと、きちんと強調していきたいということを盛り込ん

でいただけたのは、すごくありがたいなというふうに思っています。 

北上田副委員長がおっしゃったメッセージの部分なのですけれども、３章で展開するの

はそれはそれでいいとして、はじめにの一番最後がメッセージで終わるとかでもいいの

かなと個人的には思いました。章立てを説明する中で懸け橋の説明あってもいいのです

けれども、最終的にというか、沖縄県と世界の人々に向けたメッセージはこれなのだと

印象づく形ではじめにが終わるという形でもいいのかなと、少し皆さんの議論を聞いて

いて思いました。 

【村田 委員長】 

事務局にお伺いしたいのですけれど、５ページ目にメッセージのところが 27 行から入

っていますね。これは３章を意識した意味ではじめにこれを入れているわけですか。 

【事務局】 

これはあくまでも章立ての説明というくだりになります。畠山委員もおっしゃっていた

だいたのですが、１章はこういうことが概略として書いていますよと。はじめにの部分

なので、全部書き切るわけにはいきませんので。 

３章としてメッセージっていうことは、事務局としては、これから提言を受けて将来的

に平和貢献ビジョンを作るのですが、こういったメッセージが重要な部分だと思ってお

りますので、これについても、はじめにの部分でも章立ての説明として入れているとい

うところです。 

畠山委員の言う通り、それを章立ての中ではもうちょっと簡略化して最後に持ってくる

っていうのを、今、意見としていただいたのかなと理解しておりますので、それを踏ま

えてちょっと考えたいとは思います。 

【村田 委員長】 

了解しました。すいません、畠山さん、続いて何かございますか。 

【畠山 委員】 

結構です。ここまでです。 

【村田 委員長】 

秋山委員、いかがですか。 

【秋山 委員】 
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取りまとめのほうは、いろんな議論がある中で、本当にありがたいなと思っておりま

す。今、メッセージの話がいろいろでていますが、象徴的に最後にまとめでということ

で畠山委員からも指摘がありましたが、私もその方向性は１つ案として重要、ありかな

と思います。一方でイントロのところとかも含めて、もう少しメッセージを打ち出す現

状とか、歴史っていうのも踏まえつつも、この提言書自体がどういうものなのかという

ところをもう少し早い段階で提示してもいいのかなというふうに思ったところもありま

す。 

かなり丁寧に記述されて、戦後史とかも含めてされているので、どこを変えればという

のが言いにくいところがあるのですけれども、はじめに、もしくはこの提言書自体がど

ういうものなのかということをはっきりと打ち出す中で、平和の懸け橋というメッセー

ジを早い段階で伝えるという方がいいのかなと思います。おそらく先ほどから議論にな

っている通り、この全文を読むっていうことはないと思うので、おそらくダイジェスト

的に伝えるときに、ぱっとそのメッセージがまずは伝わる。そのメッセージの前提とし

てこういう歴史があるのだというところを、クリアに示せるような形の方がいいかなと

思いました。 

どこに入ればいいのかってなかなか簡単ではないので、もうちょっと考えてみたいとは

思うのですが、メッセージの位置をめぐって私が考えるところは以上になります。 

あと、前回、中国や北朝鮮の動向だけではなくてっていうところは丁寧に２章に書き込

んでいただいたので、どういう状況かというのは理解をしてもらえるような形になった

かと思います。前回も話が出ていたかと思うのですが、こういった状況の中でも、なか

なか中国や北朝鮮にダイレクトにアプローチをということはなかなか書きにくいかとは

思いますが、全方位的なネットワーク作りみたいなことは強調されていたかなと、議論

されていたかなと思います。いわゆる NATO とか、アメリカのような軍事同盟中心とし

ているところとはちょっと違うのだという打ち出しは、グローバルサウスという言葉を

使うかどうかちょっと難しいところあるかと思うのですが、もしかしたら全方位的なネ

ットワーク作りみたいなものに、ここで言う非軍事的なアプローチというものを結び付

けた方が、よりクリアになるかなとは思いました。前回指摘したところはかなり掘り下

げて書いていただいているので、このストーリーでも基本的には伝わるかなと思います

が、もう少し掘り下げるのであれば、今、言った視点というのは、検討や盛り込む余地

っていうのは議論が必要かなと思いました。 

 

【長 委員】 

はじめにを単なる章の紹介にしてしまうのはもったいないといいますか、もうほとんど

要約に近い形にできているので、３章の説明としてメッセージとかがあるのではなくっ
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て、言い方とか順番を変えれば、ほとんどそんなに手を加えずに、はじめにではなく、

この提言書の要約みたいな形になるのではないでしょうか。 

 

【村田 委員長】 

長委員が言われていることはすごくわかります。エグゼクティブ・サマリー

（Executive Summary）みたいなものにしてほしいっていうことなのですね。目次とい

うか、はじめにっていうのは日本語ではそうでだが、要は要約ですよね。この包括的な

文章を全部読んでいただける方が少ない中で、ただしかし、このエグゼクティブ・サマ

リーは読んでくれるだろうと。読んだあとにもっと読みたいなっていう、そういう一つ

のワンクッションのドキュメントに、はじめにをもうちょっと工夫したらそうなるので

はないかというのが、長先生のご意見ですね。 

【長 委員】 

映画の予告編のように絶対読んでやるって思うようなことになるとよいと思います。そ

れともう１点は、私自身がきちんとお話しなかったと反省も込めてのコメントなのです

けれども、人間の安全保障に関係するところが、はじめにと２章とあと３章のはじめに

出てくるのですけども、はじめにの３ページ 16、17 行のところで、人間の安全保障は

恐怖からの自由、欠乏からの自由とだけなっていて、尊厳とともに生きる自由が抜けて

しまっています。２章の 10 ページ 29行のところは尊厳をもって幸福に生きることがで

きるよう、と入っています。３章 12 ページ 19 行目は、「主に」が入っているのです

が、絶望と恐怖で終わっているので、細かい説明はもう尊厳とともに生きる自由ってい

うことで十分伝わると思います。それを常にセットで入れると、人権に関わってくるの

で入れていていただきたいと思いました。これは私が最後のこんなときじゃなくて、も

っと最初に気づくべきでした。すいません。 

【村田 委員長】 

はい、大丈夫ですよ。人間の顔が見えるような書き方っていうことかと思います。一番

大切な人間の尊厳という基本を得たところのメッセージ性っていうのがやっぱりはっき

り出るようにということを言われていると思います。予告編のこと、大丈夫ですか？ 

 

【事務局】 

工夫して、サマリーを読むことによって、中身まで読みたくなるような文章をちょっと

村田先生とも相談しながら検討していきたいと思います。 
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【長 委員】 

予告編で絶対見たいというのは、予告編を見て見なくていいやとか、見てがっかりする

というのは予告編が良過ぎても起きますが、これは予告編もわくわくするし、読んでも

読んでよかったと思うものになると思うものが良いと思います。 

【比嘉 委員】 

はい、私も事務局の皆さんに、まずここまでまとめていただいたこと、感謝申し上げま

す。 

前回私の方でお伝えしきれてなかったというか、漏れていたなっていう点でちょっとお

話させていただきます。３ページのはじめにと７ページの恒久平和に貢献する意義のと

ころで、すごく歴史で沖縄の歴史を踏まえて、いろいろ書いていただいているのですけ

れども、次の世界のウチナーンチュとのネットワークに関する部分をはじめにや、貢献

する意義のところで触れていただけたら、さらに繋がりが見えていいかなと思っており

ます。 

沖縄移民でいうと、戦前・戦後、いろいろあるのですけれども、やっぱり移民した先で

差別があったり、あと沖縄戦があったからこそ収容されたりとか、そういった沖縄戦と

関係する部分もあったりします。戦後、海外の方たちがいろいろ救援活動してくれたっ

ていうこともありますので、そういった点も踏まえて、ちょっと予告編になるのですか

ちょっとはじめのところで少し触れていただけたらと思いました。 

あとちょっと細かいところなのですけれども、４ページ６、７行目なのですが、イスラ

エルとハマスの紛争の長期化についても、前回議論はなかったかとは思うのですが、紛

争というワードでいいのか、もう少し戦争なのか、武力衝突なのか、そういったちょっ

と用語の書き方についても、少し気になりました。 

最後、８ページ 22、23 行目の方で、ユイマールだったり、チムググルなど書いていた

だいたりしているのですけれども、私もちょっと詳しくないのですが、ちょっとカタカ

ナ表記で良いのか、ひらがな表記でいいのかっていうところは、気にされる方がちょっ

といらっしゃる場合もあるので、補足を入れるのかどうか気になりました。 

【村田 委員長】 

脚注を入れてもいいかもしれません。今ご意見いただいたのですけど、事務局から何か

反応といいましょうか？説明といいましょうか？ 

【事務局】 
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はい、事務局・川満の方から、まずは回答させてください。世界のウチナーンチュとネ

ットワークについての表現ぶりはちょっと工夫しますので、また見ていただきたいと思

います。 

４ページの紛争という用語なのですが、僕の拙い知識では、戦争ということをひっくる

めて大きな概念で紛争というのかなっていうふうな理解ではあるのですけど、ここの場

合、適切にどういう戦争と書くのが適当なのか、紛争と書くのが適当なのかというとこ

ろであります。イスラエルとガザの状態っていうのが、ガザ地区に住んでいるテロ組織

に対しての空爆とか、爆撃、地上戦もやっていますけど、そういったところの状況をど

う表現するのかっていうと、宣戦布告があったわけではないので、紛争かなと思ったり

して入れているのですけど、どうでしょうか。 

あと８ページのユイマール、チムグクルついても、これも他の万国津梁会議の提言など

の用語の使い方を見て入れているというところであります。しっかりと改めて確認する

必要あるかなとは思いますけれども、そこについても適切な用語を使いたいと思ってい

ます。必要に応じて注釈をつけるなどもしていきたいと思います。 

【事務局】 

ちょっと戻ってしまうのですけれども、先ほどの秋山委員からお話ありました、全方位

的な外交取り組みという部分について、過去にもご意見いただいている内容であるとい

うふうに承知してございます。19ページ 18 行目から 21 行目にかけて、東アジア・アジ

ア太平洋地域との交流を深め、万国津梁の精神に基づき、政治思想や政治体制に関わら

ない全方位の地域外交を進めていくことが重要である。冷戦構造に依存しない第３世界

に近い新たな国際関係を構築していく視点も必要となる、という部分ですね。こちらに

こういった表現を入れているところはございます。 

ただ、よりわかりやすく県民に見ていただけるような前半の部分で、こういった内容に

ついても触れておきたいというふうに思っているところでございます。 

【北上田 副委員長】 

さっき言ったメッセージの話に戻らせてください。私の本音としては、やっぱりどこか

で、基地とは言わなくていいと思うのですけど、メッセージとして軍隊を否定する、あ

るいは非軍事というものは入れたいなという思いはあるのです。そこまでは言わなかっ

たとしても、今回２章３章に前の私のコメント、皆さんからのコメントを受けて、かな

りいわゆる基地問題だったり、あるいは戦後の占領下の米軍の人権抑圧みたいな話も書

かれているので、提案としては、例えばですが、メッセージの中で出てくる記憶の懸け

橋という話の中で、これ今、沖縄戦の話しか書いてないと思うのですけども、そこにも

う一声、２章、３章で書いているような、いわゆる米軍による支配だったり、そういう

ような記憶を継承していくというようなことが入る方が、全体としてバランスがいいと

思います。 
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はじめにと２章、３章にもかなり基地の話が入っているので、ここだからこそ打ち出す

メッセージとして、いわゆる軍隊の問題や、基地の問題というのは触れていけないもの

かという思いがあるということです。 

あと、これも私の主観の問題かもしれないのすけど、印象としてなんですけど、今回多

分前回よりもかなり万国津梁の精神という言い方が増えているように思うのです。もち

ろん万国津梁会議ですから、万国津梁というのはあるのですけど、先ほどの比嘉委員が

言われた例えば移民の話とかのときにあんまり使わなくないですか。 

【比嘉 委員】 

歴史的な史実を伝える上で、万国津梁の精神が沖縄では、というふうに説明をしたりは

します。 

【北上田 副委員長】 

万国津梁の精神はわかりやすいと思いますが、万国津梁会議でもありますしね。ただ、

ちょっと恣意的な印象をうけてしまう部分があります。 

あまり知られていない極端な話ですが、例えば太平洋戦争のときに、実は万国津梁とい

うのが、いわゆる日本軍のやろうとしている八紘一宇の大東亜戦争の絡みで使われたり

という歴史もあったりして、万国津梁の精神が少し強調されすぎている印象がありま

す。どうしたらいいのか、わからないですが、どう思いますか、皆さん。 

【村田 委員長】 

北上田副委員長の発言のニュアンスを捉えると、私はその新たな価値感を生みって書い

てあるので、新たな価値を生み発信するっていうのは、要は進化を過去の万国津梁会議

から、今までにおける万国津梁会議の進化っていうか、エボリューションというか、そ

ういうことがやっぱり大事だと思うのですよ。担う人たちが、時代、世代が変わってく

るでしょう。だから、その価値観の意味で、新しい価値観って何なのだろうって。万国

津梁会議の新しい価値観っていうのは、このドキュメントの中でどこが一番刺さるのか

って思うわけですよ。 

考え方の価値観は読者に任せますというよりも、今ここでみんながどういうふうな価値

観を、新しい価値観というものを創出していこうかっていうふうに考えられているって

いうのは、事務局の方から私達はこのように考えるというのがあれば、お聞きしたいで

すね。新しい価値観を生みってここに書いてある。それは賛成ですよ。だって、昔の価

値観をそのまま引き継ぐわけじゃないのですから。変に哲学的なことを言ってしまって

申し訳ないのですけど、何かそういう話し合いっていうのがございましたか。 

【事務局】 
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先ほど北上田先生の方から話のあった万国津梁っていう言葉が、かつての沖縄戦等で使

われていた軍事的なって意味合いのところに関してなんですけども、しっかりと、ここ

でいう万国津梁会議、万国津梁っていうのはこういうものだっていう定義づけすればい

いと思っているのですね。 

そういう意味では、８ページ 19 行から 24 行目にかけて、こういう意味での万国津梁と

いう言葉を定義付け受けているつもりでございます。そういう意味ではこのメッセージ

性という意味では、万国津梁って広く受けやすいのかなっていうのがあって使わせてい

ただいております。 

【北上田 副委員長】 

これも私の主観的なものなので、もしかして研究とかの文脈で言ったときに、そんなに

万国津梁って言わないのではないかという思いがあるのかもしれないです。 

先ほど言ったように、歴史の中で様々な形で、沖縄の人たちがずっとアジアの人たちと

ずっと仲良くしてきたかっていうと、そういうわけでもない。日本の１つの県として、

やっぱりアジア侵略にも加担した部分があるということは間違いない事実だと思うので

すね。だからまさに言われたように、どういう意味なのかっていうことが理解しながら

使うというのがいいと思うのですけど、ただそれにしても、受け止める側の印象とし

て、もしかしたら村田委員長の話に即して言うと、既存のイメージ、万国津梁の鐘に書

いてある万国津梁のイメージというのが、既存のものがやっぱり再確認されるだけにな

ってしまうような印象もありますので、使うのはありだと思うのですけど、ちょっと使

い方とか、まさに言葉の定義というようなことは、定義にこだわるわけじゃないのです

けど、気になったということです。 

ただ、平和の懸け橋という今回出たメッセージもやっぱり万国津梁の発想ですよね。だ

から、ちょっと迷うのです。 

【事務局】 

課の中で横のレベルで今のような話をしたっていうわけではないので、個人の思いとし

て聞いていただければと思いますけれども、まず私の方から言いますが、万国津梁会議

であって万国津梁という言葉を使うことによって、昔の価値観から出し切れないような

ことになってしまうと、ちょっとそこは本意ではないかなと思っています。そこで村田

委員長から新たな価値観を生みというお話もあるので、そういったところをもうちょっ

と浮き出すような形での全体的な言葉の使い方っていうのは気をつける必要があるかな

と思いました。 

委員の皆様からいただいた文章を整理していく中で、特に広義の平和とか、政策として

落とし込んでいくにあたって、文章としてまとめてどういうふうに説明していくのかっ

てことを考えていく中で、果たして合っているのかどうかっていうのを探り探り、文章
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を書いていた。13 ページとかに書いたのですが、５行目とかに広義の平和の部分が書い

てあり、そこから紛争の予防に繋がるっていうふうな文脈で書いていくに当たって、こ

こも第２回か、第３回で議論になったかと思いますが、ちょっと飛躍しすぎじゃないか

って話もあったので、ちょっとそこを補うような形で下線の部分、問題を引き起こす要

因を早期に発見して誰もが不安なく暮らせるよう、地域社会と国際社会が国境を越える

みたいなことを入れたのですね。 

ただ、改めて読んでみると、地域社会って沖縄の社会で、国際社会ってちょっと広い社

会で、言葉の定義としてはあるじゃないですか。ちょっと言葉として繋がっているのか

なっていうところの不安と、ただそれも、今までにない価値観だから合っているのかな

とか、そういった迷いが実はあって、こういった沖縄みたいな地域でも国際社会の 1地

域と繋がることによって新たな価値生み出すみたいな、できることがあるのではない

か、そういったところで恒久平和に貢献する部分が見出されてくるのかなっていうふう

な意味合いで一応入れたりはしたのです。僕はそういうふうな認識です。 

【村田 委員長】 

わかりました。休憩にも入りたいので、私の方から、アイディアというか、この辺はも

う少し議論してもいいなとは思うのですけど、以前からある万国津梁会議の価値観とい

うか、イメージというか、それでこの会議を通して、万国津梁会議の位置づけだとか、

考え方っていうのはどういうふうに変わったかっていうのが説明できればいいと思うの

ですよ。 

それは人間の安全保障は前は入ってなかったのです。SDGs 入ってなかったような気がす

る。若者はおそらく入っていたか、入ってないかわからないですけど、具体的ではなか

ったですね。だから既存の万国津梁会議の定義っていうのと、この会議を通じてどうい

うふうに進化しつつあるのかっていうのが、おそらく価値観の変遷に繋がっていくとい

うふうに私は思いますけどね。休憩を挟んで議論はまた続けましょう。 

 

＜休憩＞ 

 

【村田 委員長】 

それでは、そろそろ始めたいと思いますので、皆様ご着席をお願いいたします。引き続

き、３章、４章ぐらいまでも含めて、気になる文言や議論を進めた方がいいポイントを

もう一度委員の方におうかがいします。長先生、まずはお願いします。 

【長 委員】 



 
 

21 
 

比嘉委員からさきほどご指摘があった戦争・紛争については、４ページ 13 行目から 20

行目のパラグラフについて提案なのですが、13、14、15、16 の「方法で」まではよく

て、その後の「最も重大な」から次の行の「戦争は」まで削ってしまうとすごくすんな

り繋がるのではないかと。15 行目「一方強制的手法は武力行使や制裁など相手に圧力を

かけて問題を解決しようとする方法で」ずっと飛んで、17行目の「非人道的な結末と人

間の安全保障を長期にわたり脅かすリスクを伴う」っていうふうにしてしまうと、先ほ

どのご指摘のところはクリアできるかなと思うのですがいかがでしょうか？ 

【村田委員長】 

どうですか、事務局の方は。 

【事務局】 

その方向で修文をしたいと思います。ありがとうございます。 

【村田委員長】 

他の章に関して、今のところも３章を過ぎて４章ぐらいまで来ていますが、私として

は、あと 10 分、15 分ぐらいは４章ぐらいまでをカバーして、それから５章にちょっと

進みたいのですけども、いかがでしょう。 

５章は、結論というよりも、これからの政策の、要は実施、提案実施に関する非常に具

体的な提案が中に盛り込まれております。かなり包括的で、人材の部門、それから調

整、設備、それからネットワーキング、あとは基金、これ資金のことなのですけども、

そういうことも含めてかなり時間を取ると思いますので、まずは先に 10 分、15 分ぐら

いで、はじめから第４章ぐらいまでもう一度カバーして、それから第５章の方にちょっ

と注力していきたいと思います。 

【秋山 委員】 

先ほどの万国津梁の議論のメッセージとの関係で、多分関連して少し抜けている視点か

なと思ったところもあるのですが、万国津梁っていうこと自体は、先ほど北上田委員と

も話していたのですけども、おそらく近年主張されているというか、改めて価値づけが

されているかなと思いますし、ヌチドゥタカラという言葉自体も、いろいろ証言では出

てくるのですが、戦後史でいうと、70 年代後半から 80 年代ぐらいに教科書問題とか、

あといわゆる三十三回忌があって、沖縄戦体験をどういうふうに残すかという議論の中

でより強調されて、今のような教訓になってきたということが言われているので、歴史

性ということと併せて、先ほどアジアとの関係は信頼関係だけだったのかという関係で

言うと、植民地主義の議論がおそらくここの全体でちょっとあまり触れられていないと

ころも関係するのかなと思うのですね。 
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冷戦については、丁寧に書いていただいて全方位的な取り組みとか、外交、これは別の

万国津梁の地域外交とも関わると思いますが、そこは触れられているのですが、植民地

主義の問題とかがちょっと触れられていないからこそ、この万国津梁のポジティブな面

だけが前面に出てしまっているというところが、ちょっと残念ながらあるかなというこ

とをコメントを聞いて考えたところであります。 

多分それは、イスラエルとハマスのところも、ちょっと植民地主義の議論を入れると、

ハマスを対象として、イスラエルとハマスが紛争しているという理解自体がちょっと私

は違うのかなと思うところも個人的な見解としてはあったので、一般的に言われている

ものとしてはこれでもいいかなと思ったのですが、もしその植民地主義の視点とかをも

う少し入れたり、戦後で言えばベトナム戦争に沖縄が米軍基地を通して、ある種、加担

した歴史とか、加害の側面とかも入れる余地があるのであれば、やはりこれはイスラエ

ルとハマスの紛争というところにとどまらない、ある種の植民地主義の継続みたいなと

ころがイスラエルとハマスのところでもあるので、こういったところは他の今言ったそ

の植民地主義の文脈を入れるのであれば、ちょっと表現を変えていかないといけないと

思います。 

もう少し、今は国際的な動きもあるので、こっちの４の紛争の表記のところもそうなの

ですが、虐殺というふうな、もしくは民族浄化というような言い方は、そこまで踏み込

むかどうかは別としても、もう少しイスラエルとハマスの紛争という言い方、捉え方は

少し議論というか、確認をした方がいいかなと思います。 

別の論点も含んでしまいましたけど、万国津梁の関連で、少し補足的に必要な点かなと

いうことでちょっと指摘させていただきました。 

【村田 委員長】 

ほかにございますか。どうぞ、副委員長。 

【北上田 副委員長】 

４章の中で二つ気になるところがあったので、お話させてもらいたいと思います。 

１つが 18ページの短期施策の中の（イ）ですね、小中高における平和学習の充実って

いう話です。この間、何度か話をさせてもらっていただいたのですけど、細かい話をす

るときりがないのですけど、今、書かれている文章がいろんなレベルの話がちょっと混

ざっている感じがしています。私も喋ったと思うのですけど、２段落目 16 行目のとこ

ろからは、課題として、例えば６月に集中することや、経験の浅い教員が担当になるこ

とっていうのもあります。これが書かれているのですけども、これは課題というより

は、課題の要因で、なぜその解決されにくいかという要因の話なので、課題としては一

般的に言われることなのですけど、体験者が少なくなっていて、教材が不足していて、

そして教職員の時間がないみたいなことも含めてとあると思うのです。なので、そうい
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う課題を踏まえて、そういうことを踏まえて、やっぱりそれをどうしていけばいいかっ

ていったらカリキュラムなのだという話です。 

ですから、比嘉委員からもあった話だと思うのですけども、多文化理解とか、共生につ

いての学習もっていうのは、カリキュラムの話と分ける話ではなくて、まさにそういう

ことも取り入れる形で、どういうふうに学習内容を体系化していくかっていう話なの

で、そこの部分をもう少し整理したいなと思ったところになります。 

戦争遺跡のところで、22 ページの上のところにある戦争遺跡群の保存活用というところ

です。線が引かれているので、多分今回入ったと思うのですが、４行目、５行目に戦争

遺跡の将来的には世界遺産に登録することを見据えというのが書かれています。玉城知

事が多分言われて、すごいこと言うなと思ったのですけど、戦争遺跡の保存活用とかに

関わる議論を実際現場でしている身からすると、ちょっとあまりにもかけ離れすぎてい

る印象があります。世界遺産になるという話が、現場における感覚とすごくずれている

印象があります。それを目指すということだと思うのですけども、そのためには少なく

とも文化財指定、いま、沖縄県は１個だけ、県としては 32軍司令部壕だと思うのです

けれども、この世界遺産って話がこの文脈の中で突出して出てきている印象があって、

そこの間をもう少し埋めるような何かが欲しいなと思ったところです。 

【村田 委員長】 

世界遺産のことに関連して、事務局の方から何かございます。意見というか。 

【事務局】 

ご指摘の通り、戦争遺跡、第２次世界大戦の戦争遺跡として県指定がされている遺跡は

昨年 11 月に第 32 軍司令部壕が沖縄県で初めてということになります。今後のステップ

としては、県指定のレベルなので、今後、国指定の文化財、あるいは 32 軍司令部壕だ

けではなく、戦跡群の中でも、より重要とされるところを教育庁の調査・資料なども活

用して、県指定・国指定というところを積み上げていく中で、将来に世界遺産というこ

とになるかと思いますので、その辺の文章を補足するような形で整理したいと思いま

す。以上です。 

【長 委員】 

４章 19 ページ 31 行目に、国際的な都市間のネットワークで中国の都市との連携は重要

であると。これは全く異論はないのですけども、南京市が出てきていて、南京との連携

も全く異論はないのですが、南京だけが出てきているので、なぜ南京って聞かれたとき

にきちんと説明ができるかなとか、どういう趣旨でとか。ともに日本軍から大変な虐待

を受けたのでとか。すごく丁寧に書かれているので、このままでいいのかもしれないの

ですが、ちょっとそこが、何か沖縄県が過去になにか南京とつながりがあったのでしょ

うか。 
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【事務局】 

これは山根委員からの意見を踏まえて入れています。繋がるという点からすると、第 32

軍司令部壕を指揮していた牛島中将あるいは長勇参謀は、その前に南京だったか、ちょ

っと補足をいただきたいのですけども、南京にいた部隊が沖縄に来たという繋がりはあ

ると認識しています。そこを補足することも可能ではあります。 

【長 委員】 

もし何か聞かれたときにそれを言えるのであれば、いいのではないでしょうか。 

 【村田 委員長】 

提言書に説明について脚注を入れてもいいのですかね。 

【事務局】 

はい、それはありです。 

【長 委員】 

前の段落にすごく大事なことが書いてあって、被害を受けたと同時に、また加害の一員

としての立場もあると触れていますよね。 

雑談なのですが、以前に私が大学院時代に広島・長崎再考という授業を受けているとき

に、担当の先生が広島の方と一緒に重慶に行ったと。広島の被爆者の方たちは、ご自分

たちの被爆のことを語るのだけど、重慶爆撃のことを一切知らなく、重慶の人がただた

だびっくりしていたというようなお話があって、何かそういう双方向性というか、そう

いうのがここは反映されているとわかりました。 

【村田 委員長】 

まもなく５時になるので、そろそろ第５章の議論にシフトしていただいて、今後の提言

をいかに具現化するっていうところを皆様と議論したいというふうに思います。ちょう

ど 31 ページからになります。 

そこを開いていただいて、かなり重要な章になりますので、ここからまず第４章で提案

した方策の実行においてっていうところから私が読み上げて参りますけれども、 

沖縄県が主導的な役割を果たす必要がある。各種施策を通じて、沖縄県が恒久平和に貢

献している姿が国内外で広く認知されるとともに、様々な飛び取り組みが成果を出し、

評価を得て平和の波のように世界に広がりを見せていくためには中期的の視点に立ち、

施策を進化させながら継続していくことが求められる。沖縄県において、そのための組

織の体制の整備、これはもう冒頭に事務局の方から言われたところなのですけども、そ
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れらの強化と平和基金の創設などにより、安定的な財源を確保していくことが望まれ

る。 

この中ではやはり人材、資金、そしてやはり機材や場所、建物等というのが入ってくる

わけですけども、それをどういうふうにして具現化していくかっていうのは１からずっ

と説明されております。この辺、ちょっと皆様と精査しながら議論していきたいと思う

のですけれども、畠山さんいかがですか。まだ船酔いは大丈夫ですか。 

【畠山 委員】 

船酔いは大丈夫です。 

５章については、ちょっと細かいポイントになってしまうのですけど、全体のところは

あんまり思うところはないのですが、研究機構のところの 33 ページの研究テーマのと

ころが、表現が全般的にわかりにくいかなという印象を受けました。マクロな平和研究

だけでなくとか、グローバルに共有できるものっていうのがつまり何を意味するのか

が、ちょっとわかりづらいかなと思ったので、そこをもう少し表現を工夫できればと思

ったぐらいです。 

【村田 委員長】 

事務局の方では何か意図するところっていうのはございますか。どんな具体的な研究を

していただきたいっていうか。もし設置が決まった場合にはっていうのはありますか、

何か青写真的なものが。 

【事務局】 

これはもうこれからの議論なのですが、個人的な部分にはなるかなと思うのですけど、

例えば、いろんな学者の方と意見交換していく中で、沖縄でこういった平和系の研究機

関を設立するにあたっては、ぜひ安全保障という部分についても、平和と安全保障と密

接だと思いますので、沖縄の基地っていうものがどういうふうな形で安全保障に関わっ

ているのか、というふうな研究をすることによって、果たしてこの米軍基地、自衛隊の

基地の状態が、沖縄の安全保障、日本、アジア各国の安全保障等のどの程度までになっ

ているのかっていうことを定量的に研究することによって、基地負担が果たしてここま

で基地が必要なのかっていうところを政策に繋げていくようなイメージもあるのかなっ

ていうふうなことを言われたことはあるのですね。そういったのも一つの研究テーマに

なるかなと思っています。抽象的な言葉になるのですけども、そういうふうなのもある

かなと思っています。 

【畠山 委員】 

やはり地域特有の課題とか、地域だからこその資料とかっていうのを生かしながらそれ

を研究テーマにしていくことで、国際平和とか、平和学の理論にも貢献できるみたい
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な、そういう感じのフレーズになるといいのかなというふうに思いました。ご説明あり

がとうございます。 

【事務局】 

研究テーマについての補足させてください。今ちょっとイメージとして考えているの

は、大きく２つあると思うのです。１つがローカル沖縄に関すること、そしてもう１つ

はグローバルに関すること。沖縄に関することで言えば、先ほど川満副参事が申し上げ

た、例えば本当に基地が沖縄にあることが合理的なのかというところも含めています。

そして、もう１つで言えば、沖縄県の戦争体験者がどんどん減少していく中、しっかり

と沖縄戦に関する資料研究を続けていかないといけない。そういった研究をまず沖縄と

いうローカルとしての研究分野。もう１つが恒久平和に貢献するっていう観点からどう

やって戦争のない、国際社会を描けるのか、こういう研究テーマにもすることによって

貢献していきたいというふうに考えております。 

【村田 委員長】 

ありがとうございます。事務局からの個人的でもあり、１つの、何となくこう、こうい

ったイメージがありますよっていうメッセージでしたね。 

【長 委員】 

和仁屋さんの答え、とても良いなと思いました。例えば、広島平和研究所であれば、核

という明確なものがあって、じゃあ沖縄だったら何っていうときに単に平和研究所なの

ですっていうだけでは、すごくぼやっとしたものになると思うので、今おっしゃってく

ださったことは、ローカルとグローバル、その両方に貢献するのだってすごく説得力が

あったかと思います。 

私から質問というかコメントなのですが、平和関連施設の連携の１-２のところなので

すけれど、県内の８つの館でネットワークを設立しているということなのですけども、

これを拝見すると、主体とかが全くバラバラですね。この中でやっぱり７番の平和祈念

資料館が全体を統括するということでやってらっしゃるのでしょうか。同ネットワーク

と平和行政が連携しとあるが、平和行政は何を指すか教えてください。 

【事務局】 

川満からお答えしますが、沖縄県平和祈念資料館がリードして進めているのか、という

ご質問ですが、実は必ずしもそうではなくて、どちらかというと、ひめゆりだとか、対

馬丸記念館だとか、そういったところが主導しています。 

次のこの平和行政というのはまさしく我々です。沖縄県平和祈念資料館は沖縄県の資料

館でありますが、それ以外にも民間もございますし、市町村もございますし、そういっ
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た平和系の平和人権の資料館と平和行政が連携することによって、もっとできることが

あるのではないかというふうなところを意図として書いているところでございます。 

 

【村田 委員長】 

非常に単純な質問なのですけども、記念館というのは、誰が運営しているのですか。全

部運営のやり方は違うような気がしてならないのですが、これは県が全部運営している

わけじゃないですよね。 

【事務局】 

違います。それぞれに設置主体が異なります。沖縄愛楽園は国かな。ハンセン病の施設

ではあるのですけども、そういった施設でございますね。ヌチドゥタカラの家っていう

のが、これは伊江島にあるのですけれども、民間の阿波根昌鴻さんという方を紹介する

民間の資料館です。佐喜眞美術館は個人です。個人が美術館を立ち上げているというと

ころで、丸木さんの作品を中心に展示している美術館です。不屈館が瀬長亀治郎さんを

モチーフとした戦後史を扱っている資料館。秋山先生とか北上田先生がお詳しいと思い

ますけど、そういった資料館で。対馬丸記念館の設置は国ではあるのですけど、対馬丸

の記念会という公益財団法人を作って運営しています。ひめゆりはひめゆりの同窓生さ

んたちが立ち上げた資料館です。沖縄県平和祈念資料館は沖縄県、南風原文化センター

は南風原町というふうな形で、それぞれが行政、民間、個人みたいなところで立ち上げ

ているというところでございます。 

今年度は県もこういった民間主導で立ち上がったのではあるのですけど、それを後押し

するっていう意味で、その８館が連携したシンポジウムを開催や、あるいは８館をやっ

ぱり回って実際に見学してもらうことが必要だというふうに考えておりますので、バス

ツアーみたいなものを組み立てて、全ての８館を回るとスタンプラリーみたいなものを

組み合わせて景品がもらえる事業を今取り組んでいるというところでございます。 

【村田 委員長】 

ありがとうございます。長委員、フォローアップありますか。 

【長 委員】 

心に引っかかっているのは、１回目の会議のときに、インバウンドの方が沖縄県平和祈

念資料館いらっしゃっても西洋のお客様は多いけど、アジアの方、中国の方などは来な

い。あんまり少ないというお話があったような気がしたのですけれども。 

研究所、あるいは研究機構というのは、やはりそこでシンポジウムをしたり、何かペー

パーを出すとか、一般の旅行者にとっては遠い存在になるような気がするのですね。で
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も一般の方が来るのは、多分こっちの８つの施設の方なので、8つの施設と研究所が何

らかの形でいい形でコラボできるといいと思いました。 

【村田委員長】 

私のおそらくこれ最後の質問になるのですけど、資金集めというのはこれ大変な努力が

必要なので、ここには平和基金の創設って書いていますけども、アイディアとして、や

はりキックオフっていうか、シードマネーというか、スタートするためには、どうして

も小さくても資金が必要じゃないですか。それはどういうふうに、どこから持ってくる

というか。創設資金はどのように今考えられているわけですか。 

【事務局】 

資金の性質で答える部分にはなるかと思いますけども、まず我々の税金を活用させてい

ただいた財源確保が１つあります。ただ、財源の種類とかにも、ここでは基金というふ

うな形で提言書の中に入れているのですけども、基金を設置するためには県の条例など

を整備して、基金を設置すると。その期間だとか、あるいは財源の規模感だとか、そう

いったところで、どういった人に、政策に使っていくのかということをセットで総務部

の方と県内部の調整をしていくということになろうかと思っております。 

そこは獲得できるかってことはこれからの調整っていう形にはなるかなというふうに思

っております。 

もう一方で、民間の資金というところについては、今、クラウドファンディングとかも

あるかと思いますので、これは個別の政策の取り組みとセットになるかなと思ってはい

るのですね。例えば、わかりやすい例で言うと首里城もクラウドファンディングってい

うことではなく、自主的に寄付をしたいという方が多く集まったっていうふうな形で基

金を設置しているという形態ではあります。 

例えば、私は第 32 号軍司令部壕の事業も担当はしているのですけど、取り組みを進め

ていく中で、クラウドファンディングみたいなものとセットで施策を推進するというや

り方。そういったところを個別の政策の中で、親和性が高いものについては、そういっ

たクラウドファンディングなども活用して、財源を確保していくというところも１つ考

えられるのかなとは思っております。以上となります。 

【北上田 副委員長】 

確認をさせてもらいたいことがあるのですけども、１つが先ほど話のあった８館との平

和関連施設の連携について、もちろん重要な取り組みだと思いますし、私も 10 月のシ

ンポジウムでまた協力させてもらうことになるのですけども、この８館は今後増えてい

く可能性があるのかないのか。例えば、万国津梁会議で提言を出すとしたときに、人間

の安全保障や、あるいは、いわゆる広義の平和っていう話が出てきました。今、でてき



 
 

29 
 

ている８館はやはりどうしても自然なことなのですけども、沖縄戦とか、戦後のことが

多いですよね。例えば愛楽園とかであれば、いわゆる人権の問題、差別の問題も含めて

入ると思うのですけども、８館というのは、今後、県としては増やしていくような方向

性があるのでしょうか。 

【事務局】 

県としてっていうよりも、８館の中心となられている方々と意見交換をさせてもらって

いますが、その方々から聞かされているのは、８館の連携した取り組みの趣旨に賛同し

てくれる平和や人権の活動に取り組んでいる団体であれば、増やしていくことについて

は考えていると言われていました。 

【北上田 副委員長】 

わかりました。ありがとうございます。それに関連して、５章で書かれていること全般

的に、もしこれができると、例えば、これから先、こういう平和に関する仕事をしよう

と思っている人たちにとってすごい励みになると思うのですよ。 

どういうことかというと、１個１個の博物館だったりとか、あるいは市町村史の編さん

とかに関わっている学芸員の方が編纂に関わっている方とかって、雇用形態も含めて、

なかなか安定しないとこがあったりとかするのですね。それは、もちろんやむを得ない

とかあると思うのですけども、県がこういう形で、例えば８館の後押しをする。８館に

関しては、主体はもちろんそれぞれの館だと思うのですけれども、例えば平和祈念資料

館の体制強化や、あるいは平和研究機構という話が出てきたときに、これまで現場でず

っと苦労されて積み重ねられてきた方がたくさんおられて、そういう方々がおられたか

ら、今の沖縄のいわゆる沖縄戦とか、平和に関する研究ってやっぱり何とか成り立って

いた部分があると思うのです。それをモデルとして、若い人たちも関わっていこうとし

ています。そのときにこういう形で取り組みが進められると、すごく励みになるなと思

いました。なので、ちょっとこれはもう、こちらとしての希望というか、お願いになり

ますが、ぜひ予算を何とか、人件費も含めて確保いただくような形になるとすごくいい

なと思います。それはおそらく、これまでの蓄積で沖縄の平和研究を進めるというだけ

ではなくて、今後の発展を見越したときに、かなり重要な部分になってくると思うの

で、ぜひそういう観点からも、ここに書かれているようなことは積極的に進めていただ

きたいなと思っているということです。 

【事務局】 

北上田先生おっしゃるように、当初の平和関連施設については、沖縄県、この狭い地域

にこれだけあるっていうのは結構珍しいと言われています。全国で稀有な場所と言われ

ております。 
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ただ一方でこれまでの課題としては、そういった平和関連施設が個々で活動していて、

連携が取れてなかったという課題がありました。そういった問題意識から対馬丸記念館

とひめゆり資料館が中心となって設立されたのがこの平和関連施設のネットワークにな

っております。 

やはり連携して意見交換することによって、いろんな共通の悩みがあって、その課題を

共有して、また新たなこの取り組みが生まれる。実はこちらにある（１）の市町村との

連携ですけれども、今年初めて県と市町村の平和関連セクションの連絡会議を設けまし

た。実はこれ初めてなのですね。これまでも各市町村、そして県、個別で平和関連って

取り組んでいたのですけれども、初めてこういった会議を持って意見交換を行いまし

た。そうしますと、やはりいろんなことが生まれてくるのですね。 

まさにこういったことを連携することによってのイノベーションっていうのですか、そ

れが起きるっていう取り組み、いい事例と思いました。やはりこういったネットワーク

を作ることによって、様々なこれまでできなかったことができるようになる。こういっ

た事例をやはり垣間見ることができましたので、引き続きこういったネットワークをさ

らに平和関連施設に限らず、いろんな形で拡大することがより重要な基盤になるという

ふうに思っています。 

【村田 委員長】 

ありがとうございます。やっぱりステークホルダーといわれる、協力していただける行

為主体の中でも、副委員長おっしゃったみたいに、若者の士気がこういう事業を通して

向上するのではないかと私も思います。 

そういう意味で、学生や一般に言われる若者に対する奨学金のクラウドファンディング

とか、インターンシップのクラウドファンディングなんていうのは、県がもしもホスト

すると、学業に携わっている、もちろんそうじゃない NGO の方もそうでしょうけど、非

常にそれは励みになると思いますよ。そういう話はあまり聞いたことがないですから

ね。 

ファンドの種類っていろいろおっしゃった通りあります。それは県が持つ基金があるで

しょうし、民間セクターを募って、若者を中心にするようなそういったクラウドファン

ディングもありでしょうしね。いろいろなタイプのファンディングっていうのをこれか

らやっぱり考えて行かれる方がいいかと。１つだけっていうのはおそらく用途も違いま

すし、１つだけにあまりにも集中すると、今度は疲弊していきますから、そのファンド

自体がね。なるべくリスクを少し分散しながら進めるのが大事だろうと思います。他に

何かございますか。 

【長 委員】 
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ふるさと納税で沖縄の平和研究所にまっすぐ行くなんていうのがあったら、私やりたい

です。お礼は黒糖とかでも。お礼はなくても、沖縄平和賞で難民を助ける会が過去にい

ただいていますが、新たにこれでファンドを作ると沖縄平和賞の募金と競合しちゃった

りするんじゃないかしらって、ちょっと心配になってしまって、そことのすみ分けはど

んな感じでしょうか？ 

【事務局】 

沖縄平和賞については、あれも実行委員会形式で、県だけではなくて、いろんな団体の

協力を得て実行委員会を発足して、それも基金みたいな形で積み立てをしながら、２年

に一度 1,000 万円のお金を託しているというふうな形ではありますので、これはこれと

して継続するということにはなります。 

それとは別に、やはり繰り返しになりますが、村田委員長もおっしゃる通り、それぞれ

の重要な政策、若者に対しての平和政策に貢献する対象を育てるための政策を行うのだ

けど、それに賛同してくれるクラウドファンディングを募るとか、打ち出し方があるか

とは思いますので、恐らくその趣旨に賛同する層というのは重なる部分もあるかと思い

ますけど、賛同してくれる方々の掘り起こしをしながらですね、それぞれが生きるよう

な形でうまく組み立てていければいいかなと思っております。 

【事務局】 

クラウドファンディング役割分担で申し上げますと、よくクラウドファンディングにつ

いては、ダラダラとやったら集まらないらしいです。そういう意味では、短期集中的に

集めることが有効とよく言われています。そういう意味では、平和賞のクラウドファン

デイングと研究所のクラウドファンデイングは全くこの時期をずらす。そして打ち出し

方を別にすることでデマケを図れるのではないかと思っています。 

【村田 委員長】 

いいですね。環境問題もそういうふうにずらして、いろいろなファンドがありますよ

ね。いろいろな日本国中でも、これほど環境問題にお金が集まるという、日本人の環境

に対する意識っていうのは、ものすごいドライブがあると思うのですけれども。環境問

題はちょっとさておいて、そういういろいろな知恵を出し合ってファンドレイジングす

ることは私も個人的には賛成ですよね。宝くじまで作れと言いませんから。 

いや、ただ、宝くじはものすごい影響があって、コウノトリの宝くじってご存知です

か。兵庫県の北の豊岡にあります。ものすごくそうなのですね、環境のバイオダイバー

シティっていうかね。要は絶滅危惧種に対するファンドっていうのはものすごく集まる

のですね。私は今、環境問題のことを直接言及しているわけじゃないですけども、そう

いういろいろなファンドレイジングがうまくいっているところから、学ぶことが必要じ
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ゃないかなって思いますね、全国から。スタディツアーとかと行ってください。ふるさ

と納税は結構みんな狙っているよね。ふるさと納税も選択肢の一つですね。 

もうちょっとしたら大体総括の方に入りたいのですけど、もう少し議論を第５章の方に

絞ってまいりましょう。はい。秋山先生どうぞ。 

【秋山 委員】 

第５章の方は、私がコメントしたところ、冒頭のところでも取り入れていただいたとい

うことで、全体的に先ほどきた北上田委員からもありましたけども、本当に後押しする

ような内容かなと思っております。 

その上でのコメントですが、１つ先ほど、資料館のネットワークの話もありましたが、

より県との関わりでいうと、平和祈念資料館の体制強化を打ち出されていて、これは平

和研究機構のところに一部含まれているのですが、市町村での蓄積の位置づけというの

は、一応 33 ページに触れられてはいるのですけども、かなり大きなものとして、市町

村史の編さんと同時に、不安定な中でそれが長く取り組まれてきているというところ

で、ちょっとどこに入れるのかですが、その蓄積をしっかりと踏まえつつも、何かサポ

ート的なものも必要なのかなと思っています。それは市町村と県との関係とかっていう

ことになるので、簡単ではないかと思うのですが、その点が１点。 

あと研究所ではなくて、研究機構という形で広くとったということは、私もいい面があ

るかなと思って議論をうかがっていたのですが、その中で研究活動だけではなくて、先

ほど長委員から、ダークツーリズムとか、そういった研究活動、プラス普及活動で、プ

ラスできれば後継者の育成、特に研究者や、研究者までいかなくても、アーキビストと

か、学芸員とか、そういったところの後継者育成の何かしらのサポート、奨学金や、研

究奨励みたいな、そういったものも合わせていくと、研究と後継者育成みたいなものは

はっきりと組み込めるのではないかなと思って伺っていました。 

最後１点、ちょっと表記の仕方のところの細かいところであるのですが、研究テーマの

ところ先ほど議論になって、大枠は先ほどの議論で私もすっきりしたのですけども、ロ

ーカル、グローバルってところですね。 

ちょっと最後のまたのところの段落が、かなり具体的なあの話になっていて、多分、山

根委員から以前あった指摘かなと思いますが、最初のテーマのところ。水爆実験など

の。これらは具体例として残しつつも、これまで解明されてこなかった歴史的な事実、

もしくは歴史的な事象についても、積極的に取り組むみたいな形で、水爆実験の影響と

いうのは括弧で１つの例みたいな形で取り上げてもらってもいいのかなと思いました。

ちょっと今ぱっと他になかなか開き明らかになってないことが、どういうものがあるか

というのは細かいところで言えば、いろいろ戦後史の中で知られてないところというの

はあるかなと思いますが、ここまでインパクトがあるものは少ないかと思いますので、

括弧で事例というような形で、もう少し広く研究テーマの中でもこれまで扱われてこな
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かったテーマも積極的に取り上げる研究機構にしていくというような記述の方向で、こ

の文章をまとめられてはどうかと思いました。 

【村田 委員長】 

秋山先生、ありがとうございました。非常に貴重なコメントでしたね。ありがとうござ

います。比嘉委員はなにかございますか。 

【比嘉 委員】 

私から研究テーマに関してローカルな視点とグローバルな視点を２軸に、研究していく

っていうところは、とてもいいなと思いました。その中でローカルのリサーチとかって

いったところの中にも、沖縄県内だけのリサーチではなく、重複しますが、沖縄から移

民された方たちも、いろいろな戦争体験されている方もいらっしゃいますので、そうい

った方たちも含めた研究であるといいなと思いました。 

質問といいますか、31ページの行政民間団体研究機関の連携のところで、３つ書かれて

はいるのですが、県内の大学機関との連携といったところでは、いかがですかね。秋山

先生、北上田先生。 

【北上田 副委員長】 

琉大代表ではないですけども、私は教育学部なので、教育学部の事情しかわからないの

ですけど、教育学部は、教育委員会との連携とか含めていろいろあると思います。人事

のことも含めてあると思うのですが、ただ他のその文系全般の学部で、どうでしょう

ね。ちょっと私は把握してないです。だからこそ、研究機構というようなものにやっぱ

り期待したいというか、そこに希望を見出したいと思っています。 

【秋山 委員】 

私も大学の代表ではないのですけども。立場的に少し補足でするとすれば、一応、今、

南東文化研究所っていうのが、経済とかも含めて、４研究所ありまして、その４研究所

が総合研究機構という大きなところで統合されている形です。なかなかこの平和研究所

ができなかったので、元々議論はそこまで活発ではないのですが、沖国は平和学のゼミ

や、平和学関係の授業も沖縄戦含めてあるということで、独自で作るという可能性もあ

ったと思うのですが、なかなかそれが難しい中で、南東文化研究所というのは平和学に

関わるようなテーマも扱っているので、そういった意味で独自に作るよりは、いろんな

ところとネットワーキングして協力するっていうことはできるかなと思います。 

沖国の場合にはテーマ的に近いのは南東文化研究所、琉球大学でいえば言えば移民関係

とか使っている島しょ地域科学研究所でしたか、移民研究なども活発にやっているの

で、そういった大学全体というよりも、もう少し研究所とか、既に研究活動をしてきて



 
 

34 
 

いるところと連携をとっていくというやり方が、特に大学の場合には、具体的な進め方

としてはいいと思います。 

【村田 委員長】 

比嘉さんがやはり気になったところは、大学間同士での協力体制とか、このプロジェク

ト全体に関連するステークホルダーとして、どういう関わり方をするのかっていうのが

一つのご意見だったと思うのですけれども、このプロジェクトっていうか、大きなこの

会議を通じて、大きなプロジェクトが立ち上がろうとしていますので、大学間の協力に

もかなり影響が出てくると私は思います。 

ちょうどあと 12、13 分しかなくなってきたのですけれども、今日で４回目の会議です

けれども、もう一度お礼申し上げたいのは、いろいろな意見が出たのかこういうふうに

あの素晴らしいまとめを作っていただいて、ここまで皆様とのいろんな知恵を出しなが

ら意見を出しながら、文章にしてまいりましたけれども、最後のラストスパートという

ことで、10 月になると、その日がなかなかもう迫ってくるわけでございます。 

あと 10 分ぐらいしかないないのですけれども、委員の皆様方から一言ずつ、別にこの

直接関連ある話ではなくても結構ですので、この会議の運営の仕方でもいいですし、そ

の一言これだけを言って今日は帰りたいっていうことで、ご意見を賜りたいと思うので

すけれども、畠山さんからいかがですか。 

【畠山 委員】 

本当に村田委員長の発言に同意していまして、毎回まとめてくださる資料があるからこ

そ、議論が深まる感覚を得られる会議っていうのは案外少ないもので、本当に有意義な

回を重ねることができました。 

最後と言いつつ、ちょっと細かいところも入ってしまうのですけれども、３章でした

か、案１と案２の図があったのを議論できてないのがちょっと気にかかっているのでそ

れは最後に話した方がいいのかという問題提起が一つあります。 

あと 13 ページのところにあるメッセージ、最初にちょっと話もしたのですけれども、

13 ページ 22～23 行のところに沖縄県は県民一丸となってというところに、今回のバー

ジョンは全体を通してアジア太平洋地域の恒久平和という表現が増えていて、少し前に

あった世界の恒久平和っていう部分はなくなっちゃったというか、その感じが薄まった

と思っています。アジア太平洋地域の平和に貢献することに重きを置きつつ、でもやっ

ぱり世界の平和に貢献するというのが、どこか一言だけでも入ってもいいのかなという

ふうには思いました。 
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文章検索していたのですけど、世界の平和という文章、文言が見当たらなかったので、

せっかくなので一番最初からあった具体・方法は別として世界平和にも貢献するだとい

うところが、あってもいいかなというふうに思いました。 

最後に今日の議論を通して考えていたことは、やはり北上田さんがおっしゃっていた沖

縄戦の実相だけでなく、その後も含めて軍事中心主義っていうのは、人間の安全保障を

阻むと、それも教訓であるということがどこかに入るというのは、確かにすごく大事な

のかなと思いました。万国津梁というものを、必ずしも何か手放しに賛美するだけでな

く、冷戦構造とか植民地主義とかに翻弄されながら、それが必ずしも実現しないような

構造の中にも沖縄が置かれてきたっていうのも入っていくといいのかなと。 

あとハマスのお話の議論とか、紛争とかの話も出てきましたけれども、長く残る文書と

しては、個別の事象を書き込むというよりは、やはり大国とか、主要国とかっていうふ

うに、元々は国際秩序を守っていく側にあったはずの国々が、国際法自ら破るとか、国

際的なルールにのっとらないような、アメリカとかもそうですけれども、そういう動き

を見せていくということに対して、そうではないと、対峙していくメッセージというこ

とが伝わる何かになればいいのかなという、そんなことを今日は考えていました。 

でも本当に改めまして、皆様、ここまでどうもありがとうございました。 

【村田 委員長】 

ありがとうございます非常に的確なご意見でしたね。長さん、いかがですか。 

【長 委員】 

今とても素晴らしいことを畠山さんがおっしゃってくださって、その通りだなと思いな

がら伺っていました。委員にしていただいて本当に感謝しています。私も本当にたくさ

んのことを先生方もちろんですが、県庁の皆様、それから応援くださる NGO の方から

も、本当にたくさん学びました。 

沖縄へのフライトは、今日も満席だったのですけども、観光でくる方たちは基地問題は

なかったことにしているというか、それは多くの日本人が、本州の人間がそうだと思い

ます。そのギャップを繋ぐ役割が、この委員会といいますか、その成果物を通じてでき

ればいいなというふうにすごく思います。 

メッセージのあたりが、何がしか、沖縄の方にとってはもう切っても切れない生活の一

部になっているにも関わらず、本州は私なんか東京から見ると、やっぱりそこは切り離

して考えて、自戒を込めて言うのですけども、何かそれを切り離さないための何かにし

ていけたらなと思っていますので、漠然としていてごめんなさい。 

【村田 委員長】 
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ありがとうございます。比嘉さん。 

【比嘉 委員】 

はい、私もいつも、この提案書もすごくまとめられていて、見るたびにすごいなと思い

ながら、自分が専門的な部分で何か伝えられることがあるかなと思いながらちょっとや

ってきましたので、皆さんのそれぞれの専門知識を聞きながら、沖縄の被害性はすごく

勉強してきた部分はあるのですけれども、加害性もあるのだなっていうところを私も改

めて勉強し直したりというところがあって、次の世代に、私達が何ができるかなって考

えたときに、本当にこの議論がたくさんあるですけれども、その中で私の部分でできる

ことがあれば、皆さんにあの力になれるように頑張っていきたいなと思っております。

本当にありがとうございました。 

【村田 委員長】 

ありがとうございました。秋山先生、いかがですか。 

【秋山 委員】 

はい、そうですね。議論は４回という回数は多くはないと思うのですが、ここまで充実

した議論ってなかなかないかなと思って参加させていただきました。 

改めて、懸け橋っていう言葉が出てきたのですが、万国津梁の位置づけについてはいろ

いろ議論が先ほどありましたけども、やっぱり懸け橋になっていく、もしくは懸け橋に

どういうふうになれるのかということ自体を、具体的な方策も含めて出していこうとい

う、特に４章、５章のあたりがこれまでの他のビジョンとは、手前味噌ではあるかもし

れませんが、かなり踏み込んで、予算面とか含めて、議論できたのは、委員を受けると

きは私でいいのかなと思ったのですけども、ガイド活動をしたり、大学だけではなく

て、いろいろなところで、少し取り組みをしてきた身としては、何かしら貢献できたの

ではないかなと思っています。 

ただ、実際には、これを先ほど、予告編という話がありましたけども、全部読んでもら

えなくても、このこういうコンセプトでやっていくということが、より多くの沖縄の

人、もしくは沖縄に関心がある、もしくは沖縄に関わりがある、ルーツがある、いろん

な人たちに広がっていくように、どう使っていくのかっていうのが、実際にはこういっ

た提言書の意味合いかなと思いますので、最終的にまとめるところはもう少し時間がか

かるかと思いますが、実際にその使っていく１人としても、ぜひ今後とも関わらせてい

ただければと思っております。本当に事務局の方々にいろんな議論が出てきた中、まだ

今日の中身もかなり最後にいろいろメッセージ性のところでも議論が出てきましたけど

も、もう少しお力添えいただきながら、私もできるだけ、最後ブラッシュアップできる

ように頑張りたいと思います。ありがとうございました。 
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【村田 委員長】 

ありがとうございました。北上田副委員長。 

【北上田 副委員長】 

皆さんありがとうございました。畠山委員から話があって、これ私が言った話なのでこ

れのことだけ一言だけ、結論としては２がいいと思っていました。下の方がいいと思っ

ています。話せば長くなるのですが、案２がいいと思っているということだけお伝えさ

せていただきます。 

私、多分この会議に参加して１番最初のときに、自己紹介も兼ねて言ったときに、基本

的にこれまで研究としても、あるいはその経歴としても、例えばかなり全部現場に行っ

ている状況がありました。例えば、それは平和学習の現場、あるいは授業をしている教

室の現場、あるいは外国にルーツを持つ子供の現場、あるいは市民運動とか、平和に関

する運動の現場っていう形で、現場にやっぱり立ってきたし、そこでもがいてきたつも

りです。そういう意味で言ったときに、世界の平和、アジア太平洋の平和って、あるい

は国際的なネットワークって話になったときに、なかなか私に何ができているのかなっ

ていうことはすごく感じていました。 

けれど、今振り返ってみて、本当に良かったなというか、やっぱり現場にいながら、や

っぱりきちんと視野を広げて、いろんな形で見ることができる。そういう経験をさせて

もらったなと思っています。ですから、今後の私のいろんな活動や、研究にもとても活

きてくる経験だと思いますので、とても貴重な経験をさせていただきました。どうもあ

りがとうございました。 

【村田 委員長】 

最後に私は本当に拙い議長の役割っていうか、どこまで私は議長の役割を果たしたかわ

からないのですけれども、パートナーの委員の方々も恵まれて、そして、なおかつ、こ

このやはり委員会をサポートしていただいている事務局の方々には、特にお世話になっ

て、今日迎えたわけです。 

私も長さんと同じように、今日は満杯の飛行機の中で文章を読んでいたら、隣のおじさ

んがあなたは沖縄県出身ですかって話しかけられて、嬉しかったですよ。横で眺めてい

るのですよ。満杯でしょ。だからわかるじゃないですか。いや、私も今、大阪から飛行

機に乗ってこういう会議に参加しようと思っているのですけどっつったら、いや本当に

ありがとうございますって言われて。 

本当に本土っていうか本州の人ってというのは他人事みたいに思っているところ私は本

当にがっかりしていることもあって、私は自分の大学でもこういう意味で私が万国津梁

会議に参加しているっていうキャンペーンはやっております。沖縄から来られている学
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生たちも多々おられますので、これから持続可能なネットワーキングと協力体制ってい

うものを、この会議終わった後も努めてまいりたいというふうに思いましたので、そし

て今日議論いただいたものは、事務局と調整しながら、また皆様に確認を取る意味での

資料を送らせていただきたいというふうに思っておりますので、もう少しだけお付き合

いいただければというふうに思います。 

以上をもちまして、第４回の恒久平和に関連する国際会議の一応会議は終了したいと思

うのですけれども、事務局の方で、これからちょっとバトンお渡しするのですけど、説

明がございましたら、10 月に向けてですね、ありがとうございます。 

【事務局】 

委員の皆様どうもありがとうございました。今ちょっと村田委員長の方からもご説明あ

りましたけれども、確認も含めましてちょっと事務局の方からも簡単に説明をさせてい

ただきたいと思います。まず、今後の提言書の進め方、まとめ方なのですけれども、本

日議論いただいた中身を反映させたものを、また私どもの方からメールで送信させてい

ただきますので、最終的なご確認をしていただければと思います。 

今後の日程なのですけれども、最終的にまとまった提言書を知事のほうへ手交していた

だくのですが、時期としては 10 月下旬頃には行えればなというふうに今のところ考え

ているところでございます。場所は県庁６階の知事応接室で、村田委員長から知事へ提

言書を手交いただいて、提言内容についての概略をご説明いただければなと思っており

ます。 

他の委員の皆様におきましても、もしご同席叶うのであればぜひお願いしたいなと思っ

ております。また日程など固まりましたら、ご連絡させていただきたいと思っておりま

す。村田委員長、各委員の皆様もどうもありがとうございました。  

【事務局（司会）】 

それでは、恒久平和に貢献する万国津梁会議の閉会に際しまして、沖縄県小川政策調整

監より委員の皆様にご挨拶を申し上げたいと思います。 

【小川政策調整監】 

皆さん、長時間ありがとうございました。お疲れ様でした。沖縄県のこれからの平和行

政の方向性を示す、非常に貴重なご議論、立ち会わせていただきました。ありがとうご

ざいました。この会議も今回が最後となります。村田委員長はじめ、委員の皆様には、

昨年 12 月から年度をまたいだスケジュールでのご議論にご協力いただき、心よりお礼

を申し上げます。また本日は畠山委員には洋上からオンラインで参加していただきまし

てありがとうございます。 
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戦後 80 年という節目を迎え、沖縄県では戦後 90 年、100 年といった長期的な視点に立

ち、本県を取り巻く時代潮流、地域特性などを踏まえ、沖縄の平和はもとより、世界の

恒久平和に貢献するためのビジョンを作成することとなり、そのための提言を委員の皆

様にご議論をいただきました。恒久平和は人類の共通の願いですが、世界各地では戦

争、紛争が絶えず、人間の安全保障の確立も国際社会共通の課題となっています。 

そのような中、委員の皆様の専門的な見地から、沖縄が恒久平和に貢献する意義をはじ

め、平和の概念の整理、目指すべき姿としての将来像、将来像の実現に向けた基本的な

方策とそれを実行していくための推進体制について貴重な提言をまとめていただきまし

た。 

今後は、本日いただいた意見を踏まえ、事務局で最終の提言書を取りまとめた上で、村

田委員長はじめ、委員の皆様から直接知事に手交する場を設けさせていただきます。引

き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

最後になりますが、昨年度から 10ヶ月の期間にわたり、本会議の円滑な運営にご協力

いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございます。 

【事務局（司会）】 

これをもちまして第４回恒久平和に貢献する万国津梁会議を終了とさせていただきま

す。本日はどうもありがとうございました。 


